
議案第７５号 

 

財産の取得について（追認） 

 

次のとおり財産を取得することについて追認を得たいので、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第９６条第１項第８号並びに議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１７年山都町条例第５５号。以

下「条例」という。）第３条の規定により議会の議決を求める。 

 

令和６年９月２７日提出 

 

山都町長 坂本 靖也    

 

１ 品    名  硝化膜分離装置膜板付及び取替膜処分一式 

２ 規格及び数量  ＵＦＰ７０型（IRIS3038 4.5t パッキン付）１００枚 

３ 契 約 金 額  金８，１４０，０００円（税込み） 

４ 契約の相手方  三井Ｅ＆Ｓ環境エンジニアリング株式会社 九州支店 

          支店長 竹内 和誠 

５ 契 約 の 方 法  随意契約 

 

（提案理由） 

上記財産の取得については、条例第３条に規定する動産の買入れに該当し、

議会の議決を経るべき財産の取得に該当するところ、これを経ずして取得した

ため、議会の追認を求める必要があります。 

これが、この議案を提出する理由です。 



資料① 

物 品 売 買 契 約 概 要 

 

１ 本件の概要  千滝クリーンハウスの汚泥をろ過するために使用するもの

です。繰り返し洗浄しながら利用していますが、経年劣化に

よる性能低下のため、定期的に取替える必要があります。 

 

 

２ 件   名  硝化膜分離装置膜板付及び取替膜処分一式 

 

 

３ 規格・数量  ＵＦＰ７０型（IRIS3038 4.5t パッキン付）１００枚 

 

 

４ 納 入 場 所  山都町 千滝クリーンハウス 

 

 

５ 開札年月日  令和２年５月１３日 

 

 

６ 予 定 価 格  ８，３１０，０００円 

 

 

７ 契 約 金 額  ８，１４０，０００円 

 

 

８ 契約相手方  三井 E＆S環境エンジニアリング株式会社 九州支店 

         支店長 竹内 和誠 

 

９ 財 源 内 訳  需 用 費  ８，１４０，０００円 

         一般財源  ８，１４０，０００円   
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